
補助金交付の流れ

補助金の交付手続きの流れは、概ね次のとおりです。

申 請 者 市

申請書及び必要書類を添付し、申請
添付書類 ①交付申請書

②事業計画書
③市税完納証明書

又は滞納のない証明書
※申請者若しくは

法人名で取得
➃その他書類
（見積書、カタログ等）

書類審査
交付決定

交付決定通知

事業実施

交付決定事業において、
(１)総事業費の３０％を超える事業費

の増減を伴う変更
(２)事業計画の変更
を行う場合、変更承認申請

添付書類 ①変更承認申請書

書類審査
変更承認

変更承認通知

事業完了後、実績報告
添付書類 ①実績報告書

②実施状況報告書
③その他書類
（完了写真、領収書等）

書類審査
完成検査
額の確定

交付額確定通知

交付請求

書類確認

補助金振込

・申請後の書類審査については、申請期間終了後に成果目標基準に基づく審査を
行い、ポイント数が上位のものから採択します。

・交付決定日前に着手（契約や発注など）した事業については、補助金の対象と
なりませんのでご注意ください。

事業拡大等後
事業実施

（事業実施後３年度）

成果目標達成年度まで毎年度、当該
年度における目標達成状況を報告
添付書類 ①実施状況報告書

書類確認

進行管理

添付書類 ①交付請求書


